
 

 

 

 

 

 

(平成 24年の労働災害のとりまとめ） 

誰もが安心して健康に働くことができる 

社会を実現するために！（第12次労働災害防止計画スローガン） 

 

    

 

 

     ■元方事業者・関係請負人それぞれ役割に応じたリスクアセスメントの実施 

■墜落・転落災害防止対策の徹底（足場からの墜落・転落防止、墜落時用保護帽の着用、はしご、 

屋根等からの墜落・転落防止、ハーネス型安全帯の普及） 

■解体工事対策 解体機械の法改正への対応、石綿ばく露防止 

■熱中症対策 

 

                          神奈川労働局労働基準部安全課 

建設業における災害防止のポイント 
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